
【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

・決定事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各部門 

・決定事実に関する情報整理 

・付議情報の基礎資料作成 

管理本部  

管理本部 
（適時開示責任者） 
・付議情報の事前入手 

・付議情報の内容確認 

・開示該当性の有無確認 

 

開示 

経営企画部 
（内部情報管理責任者） 
・開示該当性の有無確認 

管理本部 
・開示資料案の作成 

・議案上程 

・開示資料案の提示 

 

取締役会 

・議案審議、決議 

・開示資料の内容確認 

・決議の通知 

 



・発生事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各部門 

・発生情報の通知 

 

管理本部  

経営企画部 
（内部情報管理責任者） 

・情報の内容確認 

・発生情報の報告 

・開示該当性の有無確認 

開示 

管理本部 
（適時開示責任者） 
・開示該当性の有無確認 

管理本部 
・開示資料案の作成 

・社長もしくは代行者への報告 

・開示資料案の提示 

 

社長もしくは代行者 

・検討/協議 

・開示資料の内容確認 

・開示の最終決定 



・決算情報 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会 

・議案審議、決議 

・開示資料の内容確認 

・決議の通知 

管理本部  

管理本部経理部 
・決算数値確定 

・開示資料案の作成 

管理本部 
・議案上程 

・開示資料案の提示 

開示 


